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5-1 法律・政策

インターネット関連法律の全体動向

岡村 久道 ●弁護士：京都大学大学院医学研究科講師

電気通信事業法、電波法、小型無人機等飛行禁止法、道路運送車両法、
戸籍法、放送法、情報処理の促進に関する法律、会社法などが改正され
た。行政手続等電子化のためのデジタル手続法案も一括改正された。

■はじめに
　2019年春の通常国会（第198回国会）では、複
数のインターネット関連法案が可決成立した。こ
れに対し、同年秋の臨時国会（第199回国会）で
はインターネット関連法律は成立せず、続く第
200回国会で、情報処理の促進に関する法律と、
会社法の改正が成立した。
　以下、成立した個々の法案を、成立日順に説明
する（資料5-1-1）。

■電気通信事業法の改正
　モバイル市場の競争促進および電気通信市場の
環境変化に対応した利用者利益保護を目的とす
る改正である。その骨子は、①モバイル市場の競
争促進、②販売代理店への届出制度の導入、およ
び③事業者・販売代理店の勧誘の適正化に区分さ
れる。
　①は、大手3社による寡占、端末代金と通信料
金が一体化して利用者にとって難解で不公平なこ
とから、それを是正して競争促進のための基本的
なルールの整備を図るという観点から、通信料金
と端末代金の完全分離、期間拘束などの行き過ぎ
た囲い込みの是正のための制度を整備するもの
である。②は、販売代理店への指導は一義的には
事業者に委ねられ、行政による現状把握が不十分

であることから、販売代理店の届出制度を導入し
て、販売代理店の不適切な業務の是正の実効性を
担保しようとするものである。③は、モバイルや
FTTHなどの苦情・相談が高い割合で推移してい
るので、自己の名称などを告げずに勧誘する行為
等を抑止することによって、利用者の利益保護の
ためのルールを強化しようとするものである。

■電波法の改正
　今回の改正は、①電波利用料額の改定等、②特
定基地局の開設計画の認定に係る制度の整備、お
よび③実験等無線局の開設及び運用に係る特例の
整備を骨子とする。
　①は、電波利用料の料額に係る周波数帯の区分
などの見直し、公共用無線局からの電波利用料の
徴収、電波利用料の使途の追加に関する見直しを
行うものである。②は、申請者が電波の経済的価
値を踏まえて開設計画に記載した金銭の額を考慮
して開設計画の認定の審査を可能にする制度を導
入するとともに、当該金銭の使途を法定し、特定
基地局の開設と併せて運用を図ることが適当な
既設基地局に関する事項を、開設計画などの記載
事項として追加するものである。③は、実験など
に用いる無線設備（携帯電話端末およびWi-Fi機
器などに限る）が適合表示無線設備でない場合で
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資料5-1-1 関連法律の全体動向

出典：筆者が作成

も、わが国の技術基準に相当する技術基準に適合
していれば、一定の条件の下で、当該無線設備を
使用する実験等無線局の開設・運用を可能とする
ものである。

■小型無人機等飛行禁止法の改正
　この法律の正式名称は「国会議事堂、内閣総理
大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等
及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型
無人機等の飛行の禁止に関する法律」である。
　今回の改正では、防衛関係施設並びにラグビー
ワールドカップ2019および2020年東京オリン
ピック・パラリンピック競技大会に係る大会関係
施設および関係者の輸送に際して使用される空港
について、その周辺地域の上空における小型無人
機等の飛行を制限する等の措置を講じることなど
が定められた。

■道路運送車両法の改正
　最近では自動運転車の実用化に向けて技術開
発が進められているが、この改正前の道路運送車
両法は自動運転車を想定したものとなっていな

かった。また、自動車技術の電子化・高度化によ
り、自動ブレーキ等の先進技術搭載車が急速に普
及し、通信を活用したソフトウェアの更新による
自動車の性能変更が可能となっている。そこで、
自動運転車等の安全な開発・実用化・普及を図り
つつ、設計・製造過程から使用過程にわたり、自
動運転車等の安全性を一体的に確保するための制
度整備の要請に対応するため、今回の改正が行わ
れた。
　具体的には、①保安基準対象装置への自動運行
装置の追加、②自動車の電子的な検査に必要な技
術情報の管理に関する事務を行わせる法人の整
理、③分解整備の範囲の拡大及び点検整備に必要
な技術情報の提供の義務付け、および④自動運行
装置等に組み込まれたプログラムの改変による改
造等に係る許可制度の創設などが図られた。

■情報通信技術の活用による行政手続等
に係る関係者の利便性の向上並びに行政
運営の簡素化及び効率化を図るための行
政手続等における情報通信の技術の利用
に関する法律の改正
　複数の関係法律を一括改正するためのものであ
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り、「デジタル手続法案」と呼ばれてきた。
　まず、行政手続オンライン化法が改正され、同
法の法律名が「情報通信技術を活用した行政の推
進等に関する法律（デジタル行政推進法）」に変
更された上、情報通信技術を活用した行政の推進
の基本原則として、社会全体のデジタル化（国、
地方公共団体、民間事業者、国民その他の者があ
らゆる活動において情報通信技術の便益を享受
できる社会の実現）の下に、①デジタルファース
ト（個々の手続・サービスが一貫してデジタルで
完結する）、②ワンスオンリー（一度提出した情
報は、二度提出することを不要とする）、および
③コネクテッドワンストップ（民間サービスを含
め、複数の手続・サービスをワンストップで実現
する）が、デジタル化の基本原則と定められた。
行政手続の原則オンライン化のために必要な事項
として、行政手続における情報通信技術の活用、
デジタル化を実現するための情報システム整備計
画、民間手続における情報通信技術の活用の促進
が定められている。
　次に、行政のデジタル化を推進するための個別
施策として、本人確認情報の保存及び提供の範囲
の拡大（住民基本台帳法）、公的個人認証（電子証
明書）・個人番号カードの利用者の拡大（公的個
人認証法、マイナンバー法）、個人番号利用事務
及び情報連携対象の拡大（マイナンバー法）が、
それぞれ定められた。

■戸籍法の改正
　現在、ほとんどの市区町村が戸籍事務にコン
ピュータシステムを用いており、残りの市区町村
も1か所を除き2019年内に用いるものとしてい
る。ところが、各市区町村の前記システムがネッ
トワーク化されていないため、①社会保障手続で
身元確認に戸籍謄抄本の添付が必要、②本籍地以
外の各市区町村で戸籍の届出をする際、身元確認

に戸籍謄抄本の添付が必要、③戸籍謄抄本の請求
は本籍地市区町村に限られる、という難点が指摘
されてきた。
　そこで、今回の改正では、既存の戸籍副本デー
タ管理システムを活用し発展させて新システム
を構築し、データの提供を可能とするため、①行
政手続における戸籍謄抄本の添付省略（マイナン
バー制度への参加）、②戸籍の届出における戸籍
謄抄本の添付省略、および③本籍地以外での戸籍
謄抄本の発行、が可能となった。
　その半面、本籍地市区町村以外の行政機関など
でも戸籍情報にアクセス可能となるので、個人情
報の適切な保護の必要性が高まるため、法制上の
保護措置、およびシステム上の保護措置が設けら
れた。

■放送法の改正
　日本放送協会（NHK）との関係では、インター
ネット活用業務の対象の拡大（国内テレビ基幹放
送の全放送番組の常時同時配信の実施を可能と
し、併せてインターネット活用業務がNHKの目
的や受信料制度の趣旨に沿った適切な実施を確保
するため必要な措置を講ずる）、NHKグループの
適正な経営を確保するための制度の充実（内部統
制などコンプライアンスの確保に係る制度の充
実、透明性の確保のための情報公開に係る制度の
整備、および中期経営計画の策定や公表に関する
制度の整備を行う）というものである。
　衛星基幹放送関係では、衛星基幹放送に係る周
波数の有効利用を図るため、衛星基幹放送の業務
の認定（認定の更新を含む）要件に、総務大臣が
定める周波数の使用に関する基準に適合すること
が追加された。

■資金決済法・金融商品取引法の改正
　「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化
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に対応するための資金決済に関する法律」によっ
て、資金決済法・金融商品取引法が改正された。
　これは近年の情報通信技術の進展に伴う金融取
引の多様化に対応し、金融機能に対する信頼の向
上および利用者等の保護等を図るためのものであ
る。国際動向などを踏まえ、法令上の「仮想通貨」
の呼称を「暗号資産」に変更した上、①暗号資産
の交換・管理に関する業務への対応、②暗号資産
を用いた新たな取引や不公正な行為への対応、お
よび③その他情報通信技術の進展を踏まえた対応
を図っている。
　①は、暗号資産交換業者に対し、顧客の暗号
資産は、原則として信頼性の高い方法（コールド
ウォレット等）による管理を義務付け、それ以外
の方法で管理する場合には、別途、それに見合っ
た弁済原資（同種・同量の暗号資産）の保持を義
務付け、暗号資産交換業者に対し、広告・勧誘規
制を整備、暗号資産の管理のみを行う業者（カス
トディ業者）に対し、暗号資産交換業規制のうち
暗号資産の管理に関する規制を適用することを定
める。②は、暗号資産を用いた証拠金取引につい
て、外国為替証拠金取引（FX取引）と同様に、販
売・勧誘規制等を整備、収益分配を受ける権利が
付与されたICO(Initial Coin Offering)トークンに
ついて、金融商品取引規制の対象となることを明
確化するとともに、株式などと同様に、投資家へ
の情報開示制度や販売・勧誘規制等を整備し、ま
た、暗号資産の不当な価格操作等を禁止した。
　③は、情報・データの利活用の社会的な進展を
踏まえ、金融機関の業務に、顧客に関する情報を
その同意を得て第三者に提供する業務などを追加
するとともに、保険会社の子会社対象会社に、保
険業に関連するIT企業等を追加し、金融機関が行
う店頭デリバティブ取引における証拠金の清算に
関し、国際慣行となっている担保権設定による方
式に対応するための規定を整備するものである。

■航空法等の改正
　今回の改正は、①国産航空機の安全性維持に係
る航空機輸出国としての体制確保、②航空機の運
航等に係る更なる安全確保、③技術の進展等を踏
まえた合理的な航空機の安全確保、および④運輸
安全委員会による事故等調査の適確な実施、を骨
子としている。
　この②には、ドローンのような無人航空機が
急速に普及していることを踏まえ、その飛行に当
たっての遵守事項として、①飲酒時の操縦禁止、
②飛行前点検の遵守、③衝突予防の遵守、④危険
な飛行の禁止が追加されるとともに、無人航空機
の飛行を行う者等に対する報告徴収と立入検査制
度が新設された。これに先立ち小型無人機等飛行
禁止法が改正されたことは前述した。

■情報処理の促進に関する法律（改正）
　2019年秋の臨時国会で改正が成立した。これ
は、情報処理システムが戦略的に利用され、多様
なデータが活用される高度な情報化社会の実現を
図る観点から、情報処理システムを良好な状態に
維持するために必要な情報処理システムの運用及
び管理に関する指針の策定、情報処理システムの
運用及び管理に関する取組の状況に関する認定制
度の創設並びに当該認定を受けた者に対する支援
を行うとともに、情報処理システムの高度利用を
促進するための独立行政法人情報処理推進機構の
業務の追加等の措置を講じるためのものである。

■会社法の改正
　会社法の一部を改正する法律案が提出され、成
立している。これには株主総会資料の電子提供制
度の創設等が含まれている。そこにも示されてい
るとおり、電子化に向けた政府の方針は、さらに
今後も加速するものと思われる。
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